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告 示 

 

島根県告示第554号 

次の医療機関は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の救急病院に該当すると認めたの

で、同令第２条第１項の規定により告示する。 

令和５年８月18日 

島根県知事 丸 山 達 也   

名     称 所  在  地 認 定 期 間 

公益社団法人益田市医師会立益田地

域医療センター医師会病院 

益田市遠田町1917番地２ 令和５年８月28日から 

令和８年８月27日まで 

隠岐広域連合立隠岐病院 隠岐郡隠岐の島町城北町355番地 令和５年９月１日から 

令和８年８月31日まで 

 

 

島根県告示第555号 

 次の保安林を解除予定保安林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。 

  令和５年８月18日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 解除予定保安林の所在場所 

  飯石郡飯南町八神1896－３、1903－９ 

２ 保安林として指定された目的 

  水源の
かん

涵養 

３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

 

 

島根県告示第556号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において準用

する同法第５条第３項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から４月以内に、次の４に定めるところにより意見を述べることができる。 

  令和５年８月18日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 届出の概要 

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   ラ・ムー安来店 島根県安来市飯島町字藤木388番地 

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所 

   大和リース株式会社 代表取締役 北 哲弥 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番36号 

 ⑶ 変更した事項 

   大規模小売店舗において小売業を行う者の住所 

   （変更前）大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南704－５ 
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  （変更後）大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市西中新田297番地１ 

 ⑷ 変更の年月日 

   令和５年３月27日 

２ 届出年月日 

  令和５年８月４日 

３ 届出及び添付書類の縦覧場所 

  安来市政策推進部やすぎ暮らし推進課（安来市安来町878番地２） 

４ 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等 

 ⑴ 意見書の提出先 

   松江市殿町１番地 島根県商工労働部中小企業課 

 ⑵ 意見書に記載すべき事項 

  ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

  イ アの記載事項についての公表の意思の有無 

  ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 

  エ 意見の内容 

  オ 意見を述べる理由 

 ⑶ その他 

   意見書に記載する氏名は、自署によること。 

 

 

島根県告示第557号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次に掲げる土地の

区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第３項の規定により告示する。 

令和５年８月18日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 区域の名称 山居下 

２ 土地の表示 

 次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から６号までを順次に結んだ線及び標柱１号と６号を結んだ線により囲まれ 

た区域 

所 在 及 び 地 番 標 柱 番 号 

松江市浜乃木二丁目813番１ １号 

      〃    814番続１ ２号 

      〃    814番２ ３号及び４号 

      〃    813番３地先道路敷 ５号 

      〃    808番15 ６号 

 

公 告 

 

島根県電子調達システム（第４期システム）開発及び運用保守業務の調達に係る事業予定者を決定するため、次により

提案競技を実施する。 
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令和５年８月18日 

島根県知事 丸 山 達 也 

１ 提案競技に付する事項 

⑴ 名称 

島根県電子調達システム（第４期システム）開発及び運用保守業務 

⑵ 仕様 

島根県電子調達システム（第４期システム）開発及び運用保守業務提案競技仕様書（以下「仕様書」という。）に

よる。 

⑶ 開発期限及び運用期間 

ア 開発：契約の日から令和６年６月30日まで 

イ 運用保守：令和６年７月１日から令和11年３月31日まで 

⑷ 提案価格の上限額（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 総 額：591,855,000円 

ア 開発費：268,855,000円 

各年度上限額 令和６年度 57,307,000円 

令和７年度 52,887,000円 

令和８年度 52,887,000円 

令和９年度 52,887,000円 

令和10年度 52,887,000円 

イ 運用保守費（令和６年７月１日から令和11年３月31日までの４年９ヶ月分）：323,000,000円 

各年度上限額 令和６年度 51,000,000円 

令和７年度 68,000,000円 

令和８年度 68,000,000円 

令和９年度 68,000,000円 

令和10年度 68,000,000円 

２ 提案競技参加資格に関する事項 

提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては⑴に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては⑵に掲げる要

件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。 

⑴ 単独企業・法人の資格要件 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関

与させているものでないこと。 

ウ 島根県税（個人の県民税及び地方消費税を除く。）について未納の徴収金（納期限が到来していないものを除

く。）がない者であること。 

エ 消費税及び地方消費税について未納の税額（納期限が到来していないものを除く。）がない者であること。 

オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提案競技参加資格確認審査に係る提出書類の提出期限日

においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 

カ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手

続開始の申立てがなされている者（これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で

あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。）

でないこと。 
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キ この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。 

ク 国、都道府県、公団又は公社において、（一財）日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ）及び（一財）港湾空

港建設技術サービスセンター（ＳＣＯＰＥ）が提供する電子入札コアシステムを用いた電子入札システムの開発業

務を受注した実績を有する者であること。ただし、公告日において稼働を終了しているものは除く。 

ケ クにおいて受注し、開発したシステムに関する保守・維持管理等の運用業務を受注した実績を有する者であるこ

と。 

コ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度（（一財）日本情報経済社会推進協会）に

おける認証を取得していること。 

⑵ 共同企業体の資格要件 

ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。 

(ア) 目的 

(イ) 企業体の名称 

(ウ) 構成員の住所及び名称 

(エ) 代表者の名称 

(オ) 代表者の権限 

(カ) 構成員の出資の割合 

(キ) 構成員の責任 

(ク) 取引金融機関 

(ケ) 決算 

(コ) 利益金の配当の割合 

(サ) 欠損金の負担の割合 

(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置 

(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置 

(セ) 解散後の契約不適合責任 

(ソ) その他必要な事項 

イ 共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。 

ウ 構成員の全てが⑴のアからカまでに該当すること。 

エ 共同企業体の代表者は、⑴のクからコまでに該当すること。 

オ 構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。 

３ 提案競技実施要領、様式等の配布期間及び配布場所 

⑴ 配布期間 

令和５年８月18日（金）から同年９月１日（金）まで（閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から

午後１時までの間を除く） 

⑵ 配布場所 

松江市殿町８番地（島根県庁南庁舎５階） 島根県土木部土木総務課建設産業対策室 

⑶ 配布手続 

配布場所に設置する提案競技説明書受領者受付簿に記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に無償で

１部を配布する。 

４ 提案競技に係る質問書について 

⑴ 質問は、期限までに文書により提出すること。（ファックス又は電子メールによる質問書の送付も可とする。） 

⑵ 提出先は、12と同じとする。 

⑶ 提出期限は、令和５年９月１日（金）午後５時までとする。 
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⑷ 質問に対する回答は、令和５年９月８日（金）までに、提案競技説明書受領者全員に対しファックス又は電子メー

ルにより通知する。 

５ 提案競技参加資格確認手続き 

⑴ 提出書類の種類及び部数 

提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる全ての書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料

の提出を求めることがある。 

ア 提案競技参加資格確認申請書 １部 

イ 会社概要書又は経歴書 １部（共同企業体の場合は、構成員全てについて各１部） 

ウ 法人の登記事項証明書又は身分証明書 １部（共同企業体の場合は、構成員全てについて各１部。物品の売買、

借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和45年島根県告示第４号）等の島根県において定める入札参加資格の認

定を受けている者（以下「登録業者」という。）については、写しの提出で可とする。） 

エ 財務諸表（決算報告書） １部（共同企業体の場合は、構成員全てについて各１部） 

オ 島根県税の全税目未納の徴収金がないことの証明書 １部（共同企業体の場合は、構成員全てについて各１部。

登録業者は、提出を要しない。） 

カ 消費税及び地方消費税の未納の税額が無いこと又は納税義務がないことの納税証明書 １部（共同企業体の場合

は、構成員全てについて各１部。登録業者は、提出を要しない。） 

キ 電子調達システム開発及び運用保守業務の受注実績表 １部 

ク 協定書の写し １部（共同企業体の場合のみ） 

ケ 担当者届 １部 

コ 現在、島根県の入札参加資格を有しているものがあれば、その認定通知書の写し（業務委託、物品又は役務で有

しているもの全て） １部 

⑵ 提出書類の形式 

提案競技実施要領による。 

⑶ 書類の提出方法、提出期限及び提出先 

ア 提出方法 

郵送又は持参による。 

イ 提出期限 

令和５年９月15日（金）午後５時までに提出すること（郵送の場合は書留とし、同日の午後５時までに必着のこ

と。）。 

ウ 提出先 

12に同じ。 

６ 提案競技参加資格確認審査結果の通知 

申請者に対し、令和５年９月25日（月）まで、郵送にて通知する。 

７ 提案書等の提出について 

提案競技参加資格確認審査において、提案競技参加資格が認められた者は、以下により提案書を提出すること。 

⑴ 提案書の内容 

島根県電子調達システム（第４期システム）の開発及び運用保守業務について提案すること。ただし、必要がある

と認める場合は、補足資料の提出を求めることがある。 

⑵ 要求する仕様 

仕様書によるものとする。 

⑶ 提出書類の形式 

ア 提案書の形式は任意とする。ただし、用紙は全てＡ４版とし、ページ番号を付するものとする。 
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イ 見積書は、３で配布する様式による。 

⑷ 書類の提出方法、提出期限及び提出先 

ア 提出方法 

郵送又は持参による。 

イ 提出部数 

(ア) 提案書 30部 

(イ) 見積書 １部 

ウ 提出期限 

令和５年９月29日（金）午後５時までに提出すること（郵送の場合は書留とし、同日の午後５時までに必着のこ

と。）。 

エ 提出先 

12に同じ。 

８ 選定方法 

⑴ 評価手順 

ア 別に設置する「島根県電子調達システム（第４期システム）調達に係る提案競技審査委員会」（以下「審査委員

会」という。）において厳正な評価及び選定を行う。 

(ア) 第１次審査 

提案価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が、１の⑷の総額及び各年度上限額を上回らない提案書に

ついて、仕様書等に記載する内容を満たしているか否かを審査し、上位の提案者を３者程度選定の上、採否を提

案者へ通知する。なお、提案価格が総額及び各年度上限額を上回るもの及び提案書記載内容確認表に記載のある

「必須項目」についての提案が無いものは不採択とする。 

提案者が少数の場合は、第２次審査の対象となり得る提案者であるかどうかを審査する。 

(イ) 第２次審査 

第１次審査で選定された提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、最も優れた提案者を特定

する。プレゼンテーション及びヒアリングの説明者については５名以内とし、５⑴のケで届け出た担当者を必ず

含めること。 

⑵ 提案者の評価方法 

ア 提案内容が要求する仕様を全て満たしているものを評価対象とする。 

イ 提案内容については、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を加算する方法により合計得点

を算出する。 

ウ 評価基準（評価項目）、評価配点は次のとおりとする。 

(ア) 費用に関する項目        45点 

(イ) プロジェクト管理に関する項目  16点 

(ウ) システム基本方針等に関する項目 50点 

(エ) システム開発に関する項目    18点 

(オ) システム運用保守に関する項目  21点 

⑶ 選定結果の通知 

第１次審査の選定結果については、次のア及びウに掲げる事項を、第２次審査の選定結果については、次のアから

エまでに掲げる事項を全提案者に対し郵送にて通知する。なお、第１次審査において選定された提案者に対しては、

第２次審査の選定のための日程等について併せて通知する。 

ア 採否の旨 

イ 採択した提案書を提出した者の氏名（名称） 
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ウ 採否の理由 

エ 審査委員会委員構成 

⑷ 審査経過については公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。 

９ 提案の無効に関する事項 

次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

⑴ 参加する資格のない者が提案したとき。 

⑵ 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 

⑶ 事実に反する申請、又は、提案に関する不正行為があったとき。 

⑷ 提案書の内容が明らかに仕様書の内容を満足しないとき。 

⑸ 提案者が当該提案競技に対して２以上の提案をしたとき。 

⑹ 提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

⑺ 島根県が実施する入札について告示日から第２次審査までの間に指名停止の措置を受けたとき（共同企業体におい

ては、その構成員がこの期間中に指名停止の措置を受けた場合を含む。）。 

⑻ その他あらかじめ指示した事項に違反したとき、又は、提案者に求められる義務を履行しなかったとき。 

10 契約 

⑴ 契約相手方 

審査委員会が選定した者（以下「契約予定者」という。）と、協議を行い合意の上、地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１項第１号の規定に基づき、随意契約を行

う。 

なお本件業務は、令和５年度11月補正予算の島根県議会議決後に契約予定者から見積書を徴取することとし、議会

議決が得られない場合は、見積書の徴取を延期する。 

⑵ 契約金額 

契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。 

⑶ 前金払 

前金払は、行わない。 

⑷ 契約保証金 

島根県会計規則（昭和39年島根県規則第22号）第69条第１項の規定により契約金額の100分の10以上を納付するこ

と。ただし、島根県会計規則第69条の２各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

⑸ 再委託 

ア 契約予定者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わさせてはならない。ただし、あ

らかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

イ 契約予定者は、アのただし書の規定により発注者に承諾を求める場合においては、再委託先の名称、再委託する

理由、再委託の内容、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を書面で提出し、発注者の承諾後速やか

に「個人情報取扱特記事項」に記載する契約予定者の義務と同様の義務を有し、それを尊守する旨の再委託先から

発注者に対する誓約書を発注者に提出しなければならない。 

⑹ その他の契約条項 

契約予定者と協議の上定める。 

11 その他の留意事項 

⑴ 提出期限後の問合せ又は書類の追加若しくは修正には原則として応じない。 

⑵ 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

⑶ 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 

⑷ 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。 
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⑸ 提出書類は、返却しない。 

⑹ 提出書類の作成及び提出に要する費用並びにヒアリング及びプレゼンテーションに要する費用は、提案者の負担と

する。 

⑺ その他詳細は、提案競技実施要領による。 

12 提案競技に関する問合せ先（書類提出先） 

郵便番号690－8501 

松江市殿町８番地 島根県土木部土木総務課建設産業対策室 

電話 0852－22－6429 ファックス 0852－22－5782 

電子メール shimane-kensetsu@pref.shimane.lg.jp 

13 Summary 

⑴ Nature and quantity of services required：Installation of online electronic bidding exchange system 

(４th iteration) 

⑵ Deadline for submission of proposal documents：５：00 p.m. on 29 September 2023 

⑶ Contact：Shimane Prefectural Government, Department of Public Works, Public Works General Affairs 

Division, Construction Industry Policy Office ８ Tono－machi, Matsue－shi, Shimane－ken, 690－8501 Japan 

TEL：0852－22－6429 

 

 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、次の公共測量は、令和５年

７月27日に終了した旨出雲県土整備事務所長から通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規

定により公告する。 

令和５年８月18日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 作業種類 

公共測量（３級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和５年５月10日から同年７月27日まで 

３ 作業地域 

出雲市野郷町地内 

 

 

採石法（昭和25年法律第291号）第32条の13の規定に基づき、採石業務管理者試験を次のとおり実施するので、採石法

施行規則（昭和26年通商産業省令第６号）第８条の７の規定により公告する。 

令和５年８月18日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 試験の日時 

令和５年10月13日（金）午前10時から正午まで（受付は午前９時30分から行い、遅刻は試験開始後30分まで受験を認

める。） 

２ 試験会場 

大田市大田町大田イ236－４ 

島根県立男女共同参画センター「あすてらす」 ３階研修室 

mailto:shimane-kensetsu@pref.shimane.lg.jp
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３ 試験の方法及び科目 

次に掲げる科目を筆記試験により行う。 

⑴ 岩石の採取に関する法令事項（環境保全関係法令事項を含む。） 

⑵ 岩石の採取に関する技術的な事項（岩石の採取、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケ－キ（脱水処理に伴って

生ずる湿状の岩石粉）の処理、廃土及び廃石のたい積方法並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項） 

４ 提出書類 

⑴ 受験願書（所定の様式） 

⑵ 写真（縦６センチメ－トル×横４センチメ－トルのものであって、受験願書提出前６月以内に撮影した正面無帽上

半身像で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの）２枚、うち１枚は受験票に貼り付けること。 

⑶ 受験票（所定の様式） 

５ 受験手数料 

8,100円に相当する額の島根県収入証紙を受験願書の所定の欄に貼り付けること。 

６ 受験願書等の請求先 

島根県土木部河川課、隠岐支庁県土整備局、隠岐支庁県土整備局島前事業部、各県土整備事務所、県土整備事務所各

（土木）事業所、一般社団法人島根県採石協会又は一般社団法人島根県東部地区採石業協会 

７ 受験願書等の提出先 

〒690－8501 松江市殿町１番地 島根県土木部河川課 

８ 受験願書等の受付期間 

令和５年９月１日（金）から同月15日（金）まで 

なお、郵送の場合は、令和５年９月15日までの消印があるものに限り受け付ける。 

９ 受験票の交付 

受験願書を受理したときは、受験番号を記載した受験票を交付するので、これを試験当日に持参すること。 

10 結果発表 

試験結果は、令和５年11月２日（木）に郵送にて本人に通知するほか、県庁前掲示板に合格者の受験番号を掲示する

とともに、県河川課のホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/kasen/）に掲載する。 

11 その他 

詳細については、島根県土木部河川課管理係（電話0852－22－6783）に照会すること。 

 

雑 則 

 

公益信託しまね女性ファンド（令和４年度）の信託事務及び信託財産の状況は次のとおりであるので、公益信託ニ関ス

ル法律（大正11年法律第62号）第４条第２項及び知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則（平

成３年島根県規則第41号）第６条の規定に基づき公告する。 

 令和５年８月18日 

公益信託しまね女性ファンド受託者       

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号   

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社   

１ 信託事務の概要 

  島根県内の女性を主たる構成者とする団体により行われた活動に対し、合計26事業8,725,000円の助成金給付を行っ

た。 

２ 信託財産の状況（令和５年３月31日現在） 

 資産合計                                           金232,826,279円 

http://www.pref.shimane.lg.jp/kasen/
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 負債合計                                                ０円 

 正味信託財産                                         金232,826,279円 


